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以下の 3つの軽減措置について、平成 27年度も継続することとしましたので、お知らせします。 

1. 小規模住宅用地に対する都市計画税の軽減措置 

2. 小規模非住宅用地に対する固定資産税・都市計画税の減免措置 

3. 商業地等に対する固定資産税・都市計画税の負担水準の上限引下げ措置 

なお、3つの軽減措置の概要は、以下のとおりです。 

 

固定資産税等の軽減措置の概要 

対象 経緯 軽減の割合等 

小規模住宅用地 

（面積 200平方メートルまでの部分） 

創設 昭和 63年度  

目的 都民の定住確保  

地価高騰に伴う負担緩和 

都市計画税 2分の 1 

小規模非住宅用地 

（面積 400平方メートル以下の土地のう

ち 200平方メートルまでの部分） 

創設 平成 14年度  

目的 過重な負担の緩和  

中小企業の支援 

固定資産税、都市計画税 2割 

商業地等 

（負担水準が 65％を超える商業地等） 

創設 平成 17年度 

目的 負担水準の不均衡を是正 

過重な負担の緩和 

固定資産税、都市計画税 

負担水準 65％に相当する 

税額まで軽減 
 

※対象は 23区内の土地です。 
 

「小規模住宅用地に対する都市計画税の軽減措置」及び「商業地等に対する固定資産税・都市計画税の負担

水準の上限引下げ措置」については、平成 27年第一回都議会定例会に東京都都税条例改正案を提出する予定

です。 

問い合わせ先 主税局税制部税制課 電話 03-5388-2949 

 

これは昨年 9 月に会員の皆様へお願いしたハガキによる陳情の成果です。 

たくさんの方にご協力いただきましてありがとうございました。 

今後ともどうぞよろしくお願いいたします。 

江東西あおいろ会報 
公益社団法人 

江東西青色申告会 



青色申告会は、ボランティアの役員が中心となって活動しています 

 



青色申告会は、ボランティアの役員が中心となって活動しています 

 

江東西税務署からのお知らせ 

 

 

 消費税率は平成２６年４月１日から８％（消費税 6.3％、地方消費税 1.7％）に改定されています。 

一方、消費税及び地方消費税の中間申告・納付額は直前の課税期間の消費税額（国税）を基礎として計

算されています。 

このため、消費税率の改定直後においては、今後申告する課税期間が消費税率８％の期間であっても、

中間申告・納付額が直前の５％に対応する金額であるため、確定申告時には、その差額に対応する消費税

額を申告・納付する場合がありますので、納税資金の準備をお願いいたします。 

※個人事業者の平成 26 年分中間申告・納付のイメージ 

平25年分

(150万円)

平26年分

(約218万円)

課税期間

(年間の

合計税額)

前年と比較した場合、確定申告分は前年に対して約1.9倍の納税額となりますが、中間申告
と確定申告を合計した年間の合計納税額は約1.45倍となります。

注 1)

注 2)

注 3) 中間申告がない方の確定申告・納税額は約1.45倍となります。

地　方

消費税
約31万円

中間申告・納付

8.31期限分

確定申告・納付

翌 3.31期限分

上記のイメージは、平成25、26年の毎月の経営状況が同一として仮定しておりますので、
個々の経営状況により確定申告期の納税額には変動が生じます。

消費税

60万円

地　方

消費税

15万円

消費税

60万円

地　方

消費税

15万円

消費税

60万円

地　方

消費税

15万円

消費税
約112万円

 

 

 事業者の方々が計画的に消費税の納付を行っていただけるよう、確定申告を待たず自主的に中間申告・

納税ができる「任意の中間申告制度」が創設されました。この制度を利用する場合は、税務署に「任意の

中間申告書を提出する旨の届出」をする必要があります。詳しくは、江東西税務署個人課税第１部門まで。 

※個人事業者の平成 27 年分の中間申告・納付のイメージ 

年１回 年２回 年２回

中間申告１回

確定申告１回

中間申告３回

確定申告１回

中間申告11回

確定申告１回
確定申告１回

中間申告１回

確定申告１回

１年の
合計申告回数

中間申告・納付

期限

※詳しくは税務

署に

中間納付税額

直前の課税期間

の確定消費税額

の1/2

直前の課税期間

の確定消費税額

の1/2

直前の課税期間

の確定消費税額

の1/4

直前の課税期間

の確定消費税額

の1/12

中間申告不要

中間申告の回数 年３回 年11回年１回 年１回

年４回 年12回

48万円超～

400万円以下

400万円超～

4,800万円以下
4,800万円超

48万円以下

「任意の中間申告書を提出する

旨の届出」の提出有無

提出していない 提出した【創設】

各中間申告の対象となる期間の

末日の翌日から２月以内
(注)

(注)６月中間申告対象期間(その課税期間開始の日以後６月の期間で、年１回の中間申告の対象とな

る期間)の末日の翌日から２月以内

直前の課税期間

の確定消費税額

 

個人事業者の消費税率の引上げに伴う中間申告・納付額に関する重要なお知らせ 

 

平成 27 年 3 月 31 日期限分は 

前年に比べ約 1.9倍 

年間では約 1.45倍 



青色申告会は、ボランティアの役員が中心となって活動しています 

 

 

1
月
6
日(

火)
 

三
役
会(
会
長:

福
與
公
秀) 

1
月
29
日
に
開
催
さ
れ
る
新
年
賀
詞
交
歓
会
の
運
営
に

つ
い
て
協
議
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
新
年
度
の
事
業
計

画
に
つ
い
て
各
委
員
会
の
骨
子
が
提
出
さ
れ
、
理
事
会
案
が

決
定
し
ま
し
た
。 

1
月
16
日(

金) 

事
業
厚
生
委
員
会
（
委
員
長:
野
島
和
博
） 

 

次
年
度
の
事
業
計
画
に
つ
い
て
、
よ
り
具
体
的
な
活
動
内

容
が
協
議
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
次
年
度
の
会
員
研
修
旅
行

に
つ
い
て
実
施
が
9
月
に
決
定
ま
し
た
の
で
お
知
ら
せ
い
た

し
ま
す
。 

1
月
20
日(

火)

理
事
会(

会
長:

福
與
公
秀) 

 

各
委
員
会
の
新
年
度
事
業
計
画
骨
子
案
に
つ
い
て
審
議
が

行
わ
れ
、
承
認
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
定
款
変
更
案
に
つ
い

て
審
議
が
行
わ
れ
、
前
回
理
事
会
で
提
案
さ
れ
た
事
項
に
つ

い
て
承
認
さ
れ
ま
し
た
。 

1
月
26
日(

月) 

青
色
コ
ー
ナ
ー
運
営
委
員
会 

（
委
員
長:

大
村
彰
男
・
庄
司
修
） 

 

2
月
16
日
か
ら
設
置
さ
れ
る
青
色
コ
ー
ナ
に
つ
い
て
、
よ

り
具
体
的
な
従
事
方
法
に
つ
い
て
研
修
が
行
わ
れ
ま
し
た
。 

ま
た
、
江
東
西
税
務
署 

個
人
課
税
第
一
部
門 

管
野
上
席

を
お
招
き
し
て
、
青
色
コ
ー
ナ
の
設
置
場
所
や
従
事
す
る
方

の
心
構
え
な
ど
を
ご
講
義
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

 
 

 

2
月 

2(

月)

三
役
会 

4(

水)

青
年
部
事
業
委
員
会 

16(

月)

所
得
税
の
確
定
申
告
書
受
付
開
始 

正
副
会
長
・
青
年
部
会
議 

3
月 

2(

月)

三
役
会 

16(

月)

所
得
税
の
確
定
申
告
書
提
出
・
納
付
期
限 

17(

火)

創
立
記
念
日 

18(

水)

消
費
税
相
談
開
始 

20(

金)

青
年
部
正
副
部
長
会
議
・
事
業
委
員
会 

23(

月)

三
役
会 

24(

火)

理
事
会 

30(
月)

青
年
部
下
期
反
省
会 

31(
火)
消
費
税
の
確
定
申
告
書
提
出
納
付
期
限 

年
度
末 

 

 

 
 

3
月
号
の
会
報
は
お
休
み
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 


 

3
月
17
日(

火)

は
、
創
立
記
念
日
の
た
め
お
休
み
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
す
。 


 

毎
年
5
月
号
の
会
報
に
は
、
総
会
資
料
と
と
も
に
総
会

出
欠
ハ
ガ
キ
を
お
入
れ
し
て
お
り
ま
す
。
総
会
に
出
席

が
で
き
な
い
方
は
、
5
月
号
同
封
の
ハ
ガ
キ
に
て
委
任

状
を
ご
提
出
く
だ
さ
い
。
ご
提
出
が
な
い
と
総
会
が
成

立
い
た
し
ま
せ
ん
の
で
、
ご
協
力
の
ほ
ど
よ
ろ
し
く
お

願
い
い
た
し
ま
す
。 

 

  

事
務
局
か
ら
の
お
知
ら
せ 

こ
れ
か
ら
の
予
定 

 

各
会
議
・
行
事 

ご
報
告 

 

青色共済にご加入を 
死亡・入院・障害・火災見舞保険金

をはじめ、地震・天災にも給付され

安心。会費は月額 1,000円と低廉。 

共済会費は経理上申告会会費と 

同様の扱いとなります。 

既に加入の生命保険にプラス保障。 

加入は 

14歳 6カ月～60歳 6カ月の方まで 

新規・ 追加加入の方全員に  

ＱＵＯカ ード (500円)贈呈！ 

加入するなら 

お得な今がチャンス！！ 
 

お申込み・ご質問などは 

青色申告会まで 

０３－３６４９－４１７８ 


